
熊谷市建築物駐車施設附置条例施行規則（平成１７年１０月１日規則第１９１号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、熊谷市建築物駐車施設附置条例（平成１７年条例第２２０号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（荷さばきのための駐車施設の附置の特例） 

第２条 条例第３条第２項ただし書に規定する規則で定める敷地の面積は、１，０００平方

メートルとする。 

（特殊な装置を用いる駐車施設） 

第３条 条例第６条第３項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐

車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものは、駐車場法施行令（昭

和３２年政令第３４０号）第１５条の規定により国土交通大臣が認めたもの又はそれら

と同程度の効力を有するものとする。 

（駐車設置の附置の特例による基準） 

第４条 条例第７条の規定に基づく建築物の敷地以外の場所に附置する駐車施設は、次の

各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

⑴  当該建築物の敷地から、おおむね３００メートル以内の場所に設置すること。 

⑵ 当該駐車施設の利用者が、他の自動車及び歩行者の通行に支障又は危険を及ぼさな

い場所に設置すること。 

（届出） 

第５条 条例第１０条第１項の規定による届出をしようとする者は、建築物駐車施設附置

特例承認願（様式第１号）、建築物駐車施設附置（変更）届出書（様式第２号）及び建築

物駐車施設附置調書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければ

ならない。 

⑴ 別表に掲げる図面 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第１０条第２項の届出をしようとする者は、建築物駐車施設工事完了届出書（様式

第４号）を市長に届け出なければならない。 

（身分証明書） 

第６条 条例第１２条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様式第５号）と

する。 

（措置命令書） 

第７条 条例第１３条第２項に規定する措置及び理由を記載した書面は、建築物駐車施設

附置措置命令書（様式第６号）とする。 

（その他） 

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊谷市建築物駐車施設附置条例施行規則

（平成７年熊谷市規則第１０号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの規

則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１９年５月３１日規則第１６２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある改正前の規則に定める様式による用紙については、当分

の間、これに所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年２月２５日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所

要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和８年３月２５日規則第２１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所

要の調整をして使用することができる。 

別表（第７条関係） 

区分 図面の種類 明示すべき事項 

駐車施設 付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び駐車施設を附置すべき建築物の位

置 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置、規模、

駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地に接する道路の位置

及びその幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の車路及びその幅

員 

建築物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに

敷地に接する道路の位置及びその幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 

備考 条例第６条第３項の特殊な装置を用いる駐車施設の場合は、国土交通大臣の認定

書の写し又はその構造が分かる資料を添付すること。  



様式第１号（第５条関係） 

 

  



様式第２号（第５条関係） 

 

  



様式第３号（第５条関係） 

 

  



様式第４号（第５条関係） 

 

  



様式第５号（第６条関係） 

 

  



様式第６号（第７条関係） 

 


